令和５年９月改定
天草市指定有料ごみ袋等卸売・収納業務取扱要領
（卸売業者用）

１．目　　的
　　当該業務は、市のごみ処理業務に係る手数料を、市民が市指定有料ごみ袋及びごみシール券（以下「ごみ袋等」）を販売取扱店より購入することにより間接的に市へ納付することを目的とする。

２．ごみ袋等と手数料の流通体系について
市
ごみ袋等
製造請負
業者
卸売業者
（収納業務委託）
販売取扱店
市　　民
①　ごみ袋等の発注（月１回）
②　ごみ袋の発注
③　ごみ袋の納品

※　請負業者から納品されるが、市から納品されたこととなる
④　ごみ袋等の卸し
⑤　ごみ袋等の販売・
　　インボイス交付
※内税表記
※登録番号を記載
※代理交付の場合は天草市の
登録番号を記載
⑥　購入代金
＝ごみ処理手数料
⑦　販売代金＝ごみ処理手数料　
⑩　業務手数料
⑧　販売代金
＝ごみ処理手数料

⑨　業務手数料

ごみ収集の役務

③　シール券納品
ごみ袋等製造費

ごみ袋等の使用



































３．卸売業者におけるごみ袋等の注文手順
（１）ごみ袋
　　①　定　　期
　　　ア　注　　文
　　　　　毎月５日（祝休日の場合、直前の開庁日）までに、別紙１「天草市指定有料ごみ袋注文書」により市へ注文すること。（ＦＡＸ可）
　　　　　このとき、同様式により前月末の在庫数を報告すること。
　　　イ　納　　品
　　　　　市が注文を受けてから、製造請負業者が配達する。特段の事情により配達が遅れるときは、製造請負業者よりその旨を卸売業者へ連絡する。
　　　ウ　検　　収
　　　　　ごみ袋等を受領したときは、業者が提示した納品書類に検収の証明をすること。（証明方法は任意だが、検収日、検収者が分かるようにすること）
　　②　臨　　時
　　　ア　注　　文
　　　　　定期注文数で不足したときは、臨時で市に注文することができる。このとき、定期注文様式は使えないので、電話にて連絡すること。
　　　　　ただし、市に在庫が無い場合は、臨時注文に対応できないので注意しておくこと。
　　　イ　納　　品
　　　　　原則として市より配達は行わない。保管庫である佐伊津中学校跡まで受領に来ること。
　　　ウ　検　　収
　　　　　受領したときは、市が提示した受領書に署名すること。

（２）シール券
　　①　注　　文
　　　　随時、別紙２「天草市指定有料ごみシール券注文書」により注文することができる。このとき、事前に電話で数量を示しておけば、受領を円滑に行う事ができる。
　　②　受　　領
　　　　シール券の配達・送付はしないので、市民環境課（本庁）に受領に来ること。このとき、注文書（別紙２）を市に提出する。
　　③　検　　収
　　　　受領したときは、市より納品書を受け取ること。




（３）注文単位
　　　ごみ袋等は、下表に示す単位で注文しなければならない。
	種　　類
	注文単位
	数量（枚）

	燃やせるごみ袋（特大45L）
	1ケース
	400

	　　　〃　　　（　大35L）
	〃
	500

	　　　〃　　　（　小20L）
	〃
	500

	　　　〃　　　（特小10L）
	〃
	500

	燃やせないごみ袋（大40L）
	〃
	500

	〃　　　　（小20L）
	〃
	500

	シール券（大型ごみ用）
	1シート
	1

	　 〃 　（小型ごみ用）
	1シート
	5



４．在庫管理
（１）差引簿
　　　ごみ袋等の入荷・出荷状況を別紙５「市指定ごみ袋等差引簿」にて記帳すること。形式は、紙媒体・電子媒体のいずれでも良い。なお、市においても同じ差引簿を記帳し二重の在庫把握体制を執る。

（２）在庫報告
　　　卸売業者は、３の（１）の①のアの定期注文時に、前月末時点での在庫数を市に報告する。このとき報告する在庫数は、差引簿との整合がとれていなければならない。

（３）市における差引簿整合性の確認
　　　市は、毎月の在庫報告、定期・臨時注文を差引簿に記帳し、卸売業者の在庫報告数と整合がとれるか確認する。市と卸売業者の在庫数に差異があるときは、市は次のとおり対応する。
　　①　卸売業者に実地検査をする旨連絡する。
　　②　帳簿類の確認、現物在庫数と差引簿の照合等を実施する。
　　③　②の照合の結果、差異がある場合は原因を究明し、不正等が認められたときは、返金・返品等の措置をとる。






５．ごみ処理手数料（市に納付する手数料）について
（１）ごみ処理手数料とは
　　　一般廃棄物の排出抑制や再生利用の推進、排出量に応じた負担の公平化を図るために有料化されたごみ処理の手数料のことである。
この手数料は、市が実施するごみの収集運搬、処分に係る費用の一部として使用されている。

（２）ごみ処理手数料の額
　　　ごみ処理手数料は、「天草市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」により下表のとおり定められている。なお、条例では１枚当たりの金額を規定しているため、ごみ袋等をバラ売りすることは販売取扱店の判断により可能である。
　単位：円（税込）　
	種　　類
	１枚当たり販売額
円/枚
	１包装当たり

	
	
	枚/包装
	販売額
円/包装

	燃やせるごみ袋（特大45L）
	50
	10
	500

	〃　　　（　大35L）
	40
	10
	400

	〃　　　（　小20L）
	20
	10
	200

	〃　　　（特小10L）
	10
	10
	100

	燃やせないごみ袋（大40L）
	50
	10
	500

	〃　　　　（小20L）
	25
	10
	250

	シール券（大型ごみ用）
	1,000
	1
	1,000

	　 〃 　（小型ごみ用）
	100
	5
	500



（３）ごみ処理手数料と販売価格
　　　ごみ袋等の販売は、単なる物品の販売とは異なり、購入者（市民）が卸売業者・販売取扱店を経由して、市にごみ処理手数料を納付していることとなる。そのため、販売価格と納付するごみ処理手数料は必ず同額とならなければならない。

（４）ごみ袋等の値引き・安売り・無料配布等の禁止
　　　ごみ袋の価格は天草市条例により定められているため、卸売業者や販売取扱店が自由に値引きや安売り、景品としての無料配布、条例と異なる価格表示などを行うことはできない。

（５）ごみ処理手数料の納付方法
　　①　収納業務報告
　　　　毎月１０日（市が祝休日の場合、翌開庁日）までに、別紙３「収納業務報告書」により、前月分を市へ報告する。
　　②　ごみ処理手数料の納付
　　　　①の報告後、市から納付書を送付するので、その納付書に記載された納付期限を厳守し、ごみ処理手数料を納付すること。

６．業務手数料（市より支払われる手数料）について
（１）業務手数料とは
　　　ごみ袋等を販売することで市に代わりごみ処理手数料を収納する役務の対価として、市から卸売業者と販売取扱店に支払うもので、金額は下表のとおり。　　　　　　　　　　　　　　　単位：円（税込）
	種　　類
	業務手数料
	種　　類
	業務手数料

	
	卸
	販売店
	
	卸
	販売店

	燃やせる特大
	4
	4
	燃やせない大
	4
	4

	　　 〃 　大
	4
	4
	燃やせない小
	4
	4

	　　 〃 　小
	4
	4
	シール券大
	50
	50

	　　 〃 　特小
	4
	4
	シール券小
	5
	5



（２）業務手数料の受領及び配分
　　①　業務手数料の請求
　　　　４の（５）の②の収納業務報告の際、別紙４「一般廃棄物処理手数料収納業務に係る業務手数料請求書」を併せて提出すること。
　　②　販売取扱店への業務手数料の配分
　　　　市より業務手数料が支払われたら、（１）に示す金額を販売取扱店に対し配分すること。

７．販売取扱店が卸売業者を変更する場合
　　販売取扱店が年度途中で卸売業者の変更を希望するときは、ごみ処理手数料の納付と業務手数料の支払いの関係により、必ず月単位で変更すること。

８．不良品の取り扱いについて
　　市の規則により、一度納付されたごみ処理手数料を還付することはできない。そのため、販売取扱店、卸売業者、市のいずれにおいても不良品等は現物交換による対応とし、返金対応はしない。また、購入者都合による返品についても、同様の理由により応じることはできない。
（１）販売取扱店における対応
　　①　不良品を現物交換する。
　　②　返品された不良品を卸売業者と現物交換する。

（２）卸売業者における対応
　　○　返品された不良品を製造請負業者と現物交換する。

９．消費税の取り扱いについて
（１）ごみ袋等の売買取引に係る消費税
　　　購入者（市民）がごみ袋等を使用した時点で、市へごみ処理手数料の納付があったものとみなされる。ごみ袋等の売買は課税取引であり、すなわち、購入者は販売取扱店からごみ袋等を購入したことで消費税を負担したことになる。
卸売業者及び販売取扱店はその媒介者としての位置づけとなり、市に帰属する収益を預かるのみ（受託販売）であるため、課税取引として計上しないこと。（委託販売の原則。）
領収書（内税表記）
卸・販売店
市
市民
ごみ袋使用(手数料支払･納税)
役務の提供
代金(預ける)
代金(預ける)
販売委託







（２）販売及び収納業務手数料に係る消費税
　　　　　業務手数料単価は１０％の消費税込表示である。
販売店
卸
市
業務手数料
業務手数料
代金・業務手数料請求
代金・枚数報告




（３）消費税額及び税抜合計金額の算出方法
○　消費税額　　　＝　税込合計金額　÷　（１＋税率）×　税率
（１円未満切捨）
○　税抜合計金額　＝　税込合計金額　－　消費税額

	※参考　販売取扱店におけるインボイスの交付要領
ごみ袋販売にかかるインボイス制度について（令和５年１０月開始予定）
販売取扱店はごみ袋等の受託販売者であることから、購入者の求めに応じ、天草市に代わって購入者へインボイス（簡易インボイス）の「媒介者交付」または「代理交付」を行う。

※　媒介者交付特例を適用するには、販売取扱店及び卸売業者、天草市の３者とも適格請求書発行事業者（課税事業者）であることが必須。
※販売取扱店または卸売業者のいずれかが適格請求書発行事業者でない場合のみ代理交付を行う。
※　簡易インボイスの交付は、小売業またはその他不特定かつ多数の者に販売等を行う事業者の場合に可。簡易インボイスの例として、レシート等がある。

（１）卸売業者・販売取扱店ともにインボイス発行事業者である場合
　　　　「媒介者交付特例」　
いままでの請求書等に以下の事項を追加記載する。
①インボイス発行事業者の登録番号
②税率ごとに区分した消費税額等または適用税率（またはその両方）

（２）卸売業者・販売取扱店いずれかがインボイス発行事業所でない場合
　　　　「代理交付」　【基本】
請求書や領収書に、「取引の日付」「委託者の名称（天草市）」「委託者の登録番号（ T900020432156 ）」「税率ごとに区分した消費税額等または適用税率（またはその両方）」を記載する。

◆パターン１）受託販売商品（ごみ袋）のみ会計する場合
→　【基本】のとおり。領収書　　　○○ストア
○年○月○日
ごみ袋

計　　＿＿円
　　　　　　内消費税＿＿円
（天草市
登録番号：T900020432156）









◆パターン２）受託販売商品（ごみ袋）と自社商品を同時に会計する場合
→　①領収書を分け、ごみ袋の分には【基本】のとおり記載する。

領収書　　　　　○○ストア
○年○月○日
自社商品

計　　＿＿円
　　　　　　内消費税＿＿円


領収書　　　○○ストア
○年○月○日
ごみ袋

計　　＿＿円
　　　　　　内消費税＿＿円
（天草市
登録番号：T900020432156）











　　　＝　レシートを２枚交付する
→　②領収書を1枚にまとめる場合は、ごみ袋の税額と自社商品の税額をそれぞれ計算し、分けて記載する。
　　　領収書　　○○ストア
○年○月○日
・ごみ袋
計　　＿＿円
　　　　　内消費税＿＿円
　（天草市
　　登録番号：T900020432156）
・自社商品
　　　　　　計　　＿＿円
　　　　　内消費税＿＿円

総計　　＿＿＿円　






　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　





＝①の２枚の領収書の内容を１枚にまとめて記載する。

パターン３）ごみ袋、他社の受託販売商品および自社商品を同時に会計する場合

→　①領収書をごみ袋分、他社の受託販売商品分、自社商品分の３つに分け、ごみ袋の分には【基本】のとおり記載する。
領収書
　　　○○ストア
○年○月○日

自社商品

計　　＿＿円
内消費税＿＿円



領収書
　○○ストア
○年○月○日

他社受託商品

計　　＿＿円
　　　内消費税＿＿円
（○○社　　登録番号：T123・・・・）

領収書
　○○ストア
○年○月○日

ごみ袋

計　　＿＿円　　　　　　内消費税＿＿円
(天草市　登録番号：T900020432156)











　＝レシートを３枚交付する。

※他社の受託販売商品については、委託者（他社）がインボイス登録事業所でない場合は、自社商品とまとめて記載してよい。


[bookmark: _GoBack]→　②領収書を1枚にまとめる場合は、ごみ袋の税額、他社の受託販売商品の税額、自社商品の税額をそれぞれ計算し、分けて記載する。
領収書　　○○ストア
○年○月○日
・ごみ袋
　計　　＿＿円
　　　　　内消費税＿＿円
（天草市
登録番号：T900020432156）

・他社受託商品
計　　＿＿円
　　　　　内消費税＿＿円
（○○社
登録番号：T123・・・・・）
・自社商品
　　　　　　計　　＿＿円
　　　　　内消費税＿＿円


総計　　＿＿＿円　　　















＝①の３枚の領収書の内容を１枚にまとめて記載する。

※委託者（他社）がインボイス制度に登録していない合は、自社商品とまとめて記載してよい。



　
【お問い合わせ先】天草市　市民環境課　廃棄物対策係　TEL　0969-32-7861
- 8 -
